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せ

消
し
ま
し
ょ
う　
そ
の
火

そ
の
時　
そ
の
場
所
で

　

今
年
も
３
月
１
日（
水
）か
ら
７

日（
火
）ま
で
の
一
週
間
、
全
国
一

斉
に
春
季
火
災
予
防
運
動
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
季
節
は
空
気
が
非
常
に
乾

燥
し
、
風
の
強
い
日
が
多
い
こ
と

か
ら
火
災
が
発
生
し
や
す
く
、
ま

た
一
旦
火
災
が
発
生
す
る
と
大
火

と
な
る
危
険
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

あ
ら
た
め
て
住
民
の
皆
さ
ん
に

「
火
の
用
心
」
に
対
す
る
関
心
を

も
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、

毎
年
こ
の
時
期
に
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
は
、
高

齢
者
、
幼
児
な
ど
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
お
年
寄
り
や
子
ど
も
の

生
活
す
る
部
屋
は
一
階
の
避
難
し

や
す
い
所
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
運
動
を
機
に
各
家
庭
各
職

場
の
石
油
ス
ト
ー
ブ
や
電
気
器
具

な
ど
の
点
検
整
備
を
実
施
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
火
器
の
取
り
扱
い

に
は
十
分
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ

い
。住

宅
防
火　

い
の
ち
を
守
る

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３
つ
の
習
慣

・
た
ば
こ
の
不
始
末
は
絶
対
や
め

る
。

・
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す

る
。

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

（
条
例
で
義
務
化
）

・
被
害
軽
減
の
た
め
寝
具
、
衣
類

及
び
カ
ー
テ
ン
は
、
防
災
製
品

を
使
用
す
る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を

設
置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の

協
力
体
制
を
つ
く
る
。

※
普
通
救
命
講
習

　

受
講
者
随
時
受
付
中

　
（
毎
月
第
２
日
曜
日
実
施
）
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平
成
29
年
度
「
道
路
ふ
れ
あ
い

月
間
」推
進
標
語
募
集
に
つ
い
て

　

国
土
交
通
省
で
は
、
毎
年
８
月

を
「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」
と
し

て
、
道
路
の
正
し
い
利
用
や
道
路

愛
護
活
動
の
推
進
に
努
め
て
い
ま

す
。
こ
の
一
環
と
し
て
、
道
路
の

役
割
や
重
要
性
を
改
め
て
認
識
し

て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
推

進
標
語
を
広
く
一
般
か
ら
募
集
し

ま
す
。

　

募
集
期
間
は
、
３
月
31
日
必
着

で
す
。
詳
し
い
募
集
要
領
に
つ
き

ま
し
て
は
、http://w

w
w

.m
lit.

go.jp/road/road_fr4_000019.
htm

l

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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い
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い
の
町
の
水
道
事
業
を
一
つ

に
経
営
統
合
し
ま
す

　

水
道
事
業
の
一
元
化
に
よ
り
、

維
持
管
理
体
制
の
強
化
、
事
業
経

営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
３
月

31
日
を
も
っ
て
、
い
の
町
簡
易
水

道
事
業
を
廃
止
し
、
４
月
１
日
よ

り
、
い
の
町
水
道
事
業
に
経
営
統

合
し
ま
す
。
統
合
後
は
、
い
の
町

版
新
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
や
経
営
戦
略

の
策
定
を
行
い
、
質
の
高
い
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
持
続
し
て
い
く
よ

う
経
営
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
水
道
料
金
の
算
定
方
法

や
納
付
方
法
な
ど
は
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。
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経営統合

4月1日より
<<いの町水道事業>>

いの町上水道

3月31日まで
<<いの町水道事業>>　

○伊野地区
・伊野上水道
・伊野南上水道
・八田簡易水道
・川内簡易水道
・神谷簡易水道
・鹿敷簡易水道
・勝賀瀬西の谷簡易水道
・柳瀬簡易水道

3月31日まで
<<いの町簡易水道事業>>　

○吾北地区・本川地区
・土居・日比原簡易水道
・下八川簡易水道
・小川簡易水道
・上八川簡易水道
・高岩簡易水道
・柳野簡易水道
・槙川・馬路飲料水供給施設
・越裏門簡易水道
・長沢簡易水道
・大橋簡易水道
・寺川飲料水供給施設
・大森飲料水供給施設


